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3
（２）必要な能力

ニーズを汲み取る
ニーズを酌み取る

5

94.95

目次

コーディネーター業務
コーディネート業務

25.26 付き添い人 付添人

8

３　婚姻の要件（第731条　婚姻適齢）

男は、18歳に、女は、16際にならなけれ

ば、婚姻をすることができない。

婚姻は、18歳にならなければ、婚姻をする

ことができない。

9
第737条（未成年者の婚姻についての父母の

同意）
第737条は削除

9

第740条（婚姻の届出の受理）

婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第

737条まで

第737条は削除のため、第736条まで

77
三献の儀の説明

三々九度の盃のこと。
三々九度のこと。（盃を削除）

94-120 Lesson4　コーディネーター業務 Lesson4　コーディネート業務

95-100 第一章　コーディネーター業務 第一章　コーディネート業務

99

敬語の一例のうち丁寧語について

行くの「参る」、言うの「申す」、いるの

「おる」、来るの「参る」

「参る」等の「」部分を削除

190
切手

82円か92円
84円か94円
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